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抄 録

今回本学における臨床実習地確保の問題に焦点を当て、本学にとっての課題と、最良

の方策を明らかにするために調査を行った。山梨県理学療法士会協力の下、臨床実習が

可能と思われる県下６８施設に対しアンケート調査を行い、４７施設より回答があった。

その結果、調査時点で受け入れに肯定的と言える施設は３６施設、将来を含めて否定的

と言える施設は２３施設であった。肯定的施設の受け入れ理由は、県内の養成校だからと

教員との人間関係が最も多く、安定的要素と不安定要素が同数になる結果となった。ま

た、受け入れ数は現状が精一杯であり、指導可能なスタッフ数が充足されなければ増員

は難しいことがわかった。一方、否定的施設の不可理由は、指導可能なスタッフの人員

不足や対象となる症例がいないとの回答が多く、受け入れたくてもできない現場の事情

が明らかとなった。また、全施設より学生の質の向上や実習準備教育の充実などを求め

るアドバイスをいただいており、今回の結果を今後の学内教育や実習地獲得作業に反映

していきたい。

キーワード：臨床実習地確保

アンケート調査

受け入れ理由

不可理由

指導可能なスタッフ数
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Ⅰ はじめに

大学全入時代を迎え、全国の各大学では独自性や特徴を生かしたオープンキャンパス

や入学試験、教育カリキュラムなどを展開し入学志願者の囲い込みを図っている。日本

私立学校振興・共済事業団のまとめによると平成１９年度入試結果で全国の私立４年制大

学のうち定員割れを起こしたのは３９．５％に昇り、これまで人気のあった薬学、看護・福

祉系において志願倍率、入学定員充足率の下降が目立つとのことである。

本学においても入学定員の確保は、理学療法士養成校乱立の時代を生き抜いていくた

めに早急かつ永続的に対応を迫られる課題である。特に医療系の学科にとって志願者に

選択されるためには質の高い専門教育、臨床教育を提供でき、国家試験の合格率、就職

率など他校と比較しても遜色ない程度に引き上げることが最低限必要である。

今回は特に臨床教育を提供することに困難を極めている臨床実習地確保の問題に焦点

を当て、本学にとっての課題と方策を明らかにしようと考えた。そのために山梨県理学

療法士会（以下山梨県士会と表記）に協力を要請し、臨床実習が可能と思われる全県下

の施設に対しアンケート調査を行った。

Ⅱ 状況

山梨県内での臨床実習実施状況 評価実習５週間 総合実習１０週間（表１）

１．平成１７年度評価実習：学生受け入れ全８９施設中、県内１４施設（全１０６名中１７名分）

県内充足率 施設１５．７％ 人員１６．０％

２．平成１８年度評価実習：学生受け入れ全６７施設中、県内１３施設（全７５名中１５名分）

県内充足率 施設１９．４％ 人員２０．０％

３．平成１８年度総合実習：学生受け入れ全９０施設中、県内２０施設（全１０２名中２４名分）

県内充足率 施設２２．２％ 人員２３．５％

４．平成１９年度総合実習：学生受け入れ全７３施設中、県内１８施設（全７８名中２１名分）

県内充足率 施設２４．６％ 人員２６．９％

５．平成１９年度評価実習、平成２０年度総合実習（現在依頼作業中）：新規受け入れ施設

３７施設、昨年度より継続受け入れ施設６５施設、今年度もしくは来年度より受け入れ

不可施設３４施設

表１．山梨県内での臨床実習実施状況

実習名 全施設数 県内数 充足率％ 全人数 県内数 充足率％

H１７評価 ８９ １４ １５．７ １０６ １７ １６．０

H１８評価 ６７ １３ １９．４ ７５ １５ ２０．０

H１８総合 ９０ ２０ ２２．２ １０２ ２４ ２３．５

H１９総合 ７３ １８ ２４．６ ７８ ２１ ２６．９
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Ⅲ 目的

本研究の目的は以下のとおりである

１．各臨床現場における学生受け入れ可、不可の動機（理由）を把握する。

２．本校に学生受け入れ不可の原因がある場合には、問題点を分析し改善に努める。

３．今以上県内で実習施設（実習学生数）を増やせないか検討材料とする。

Ⅳ 対象

山梨県士会に所属する、臨床経験３年以上の理学療法士が１名以上勤務している医

療、介護保険関連施設など合計６８施設を対象とした。各施設を代表して、職場責任者（理

学療法部門責任者）もしくは臨床実習指導責任者１名にアンケート回答を依頼した。

Ⅴ 方法

郵送したアンケートから集計時、回答施設名や記入者が特定できないよう無記名方式

とした。設問方式は選択式とし、質問・回答用紙計２枚を郵送し約２週間後に再び郵送

にて回収した。こちらが用意した選択肢に、対象者にとって同じものがあるとは限らな

いので、質問の一部に対象者の意見が書き込めるよう設定した。（図１）

Ⅵ 結果

アンケート発送６８施設中４７施設より回答があり、回収率は６９．１％であった。（表２）

１．質問Ⅰ（全施設回答）「貴施設では本校理学療法学科の実習生（評価実習・総合実

習）を受け入れていますか？」について、１「既に受け入れている。もしくは次年度

以降受け入れる予定である」を選択したのは２４施設５１．１％（現在受け入れについて肯

定、将来的に肯定な群。以後 a群と表記）。２「既に受け入れている。しかし将来的

にはお断りしようと考えている」を選択したのは４施設８．５％（現在受け入れについ

て肯定、将来的に否定な群。以後 b群と表記）。３「現在受け入れていない。しかし

将来的には受け入れを考えている」を選択したのは８施設１７．０％（現在受け入れにつ

いて否定、将来的に肯定な群。以後 c群と表記）。４「現在受け入れていない。次年

度以降も受け入れる予定はない」を選択したのは１１施設２３．４％（現在受け入れについ

て否定、将来的に否定な群。以後 d群と表記）。現在及び将来的に受け入れに肯定的

な a・b・c群を総称して肯定群（３６施設）と表記し、現在及び将来的に受け入れに

否定的な b・c・d群を総称して否定群（２３施設）と表記する。（図２）

２．質問Ⅱ（肯定群が回答）「貴施設で本校の実習生を受け入れている、もしくは受け

入れる予定となった一番の理由（動機）は何ですか？」について、２「県内の養成校

だから」と４「本校教員との人間関係で（本校に知人、恩師がいて頼まれたので）」

でそれぞれ１５施設、６「卒業生が入職した。もしくは、卒業後、実習した現場に就職

してくれるかもしれないので」は９施設、７「スタッフ（若手 PT）の教育のために
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質問Ⅱの結果

施設数
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あえて受け入れた

15

15

本校教員との
人間関係で

（本校に知人、恩師が
いて頼まれたので）

卒業生が入職した。
もしくは、卒業後、
実習した現場に就職
してくれるかもし

あえて受け入れた」は４施設、その他の選択肢は０施設であった。（図３）

３．質問Ⅲ（a群が回答）「貴施設での今後の受け入れ数の見通しをお聞かせくださ

い」について、３「現状の受け入れ数で精一杯」が１７施設７０．８％、２「条件が整えば

受け入れ数を増やすことができる」は７施設２９．２％、１「さらに受け入れ数を増やす

予定」は０施設であった。２と回答した８施設の条件についてのコメントは、実習指

導ができるスタッフ数が増えればといったもの（６施設）と、他校と実習時期が重な

らなければ（２施設）といったものであった。（図４）

４．質問Ⅳ（否定群が回答）「貴施設が本校の実習生を受け入れない、もしくはお断り

する予定の一番の理由（動機）は何ですか？」について、１３「学生を指導できるスタッ

フの人員不足」が１５施設、１４「対象となるべき適当な患者さんがいない」は５施設、

４「他養成校を優先して受け入れているため」と５「実習の依頼手法・手順に問題が

図２

図３
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質問Ⅲの結果

施設数

系列1

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

17

17

現状の受入数で精一杯

0

0

さらに受入数を増やす予定

7

7

条件が整えば受入数を
増やすことができる

ある」で各２施設、１「本校の教育理念に対する不信」・３「臨床実習に臨む学生自

身の意識が低い」・６「実習時期が都合が悪い」・７「実習期間が長すぎる」・１２「卒

業生が入職しないので」・１５「患者さん、及びそのご家族から実習に対する不満、不

安がある」で各１施設であった。寄せられたコメントは、時間的、人数的にも実習生

に対応できないという意見や、実習を依頼する際に電話連絡も何も無く一方的に文書

を送り付けるのは如何なものかという意見があった。（図５）

５．質問Ⅴ（全施設回答）「本校にとって安定した実習地の確保に必要な事柄は何だと

思いますか？」について、４「学生の質の向上」が１７施設、６「実習時期、期間の見

直し」は１１施設、５「実習前、準備教育の充実」は９施設、１０「協会、県士会とのパ

イプ作り」は７施設、１１「教員の努力による新規開拓」は６施設、１「今のままでよ

い」は５施設、７「実習中、実習後の教員のフォロー体制を明確に」と８「特色ある

学生作りを提案していく」で各３施設、３「教員の質の向上」と９「実習費の値上げ」

で各１施設であった。（図６）

寄せられたコメントは

・リハの日数制限、療養型の廃止など今後は従来の期間、内容での実習受け入れは多

くの施設で難しくなるのではないか。

・若いスタッフは実習指導に不安があり負担に思う。

・卒業生が力をつけてくれば母校の実習教育に力を貸してくれるのでは

・実習指導者養成、実習指導のための研修など学校側から指導者を養成する姿勢が必

要と思われる。

・学生が実習に何を求めているか、また実習後目的が達成でき満足が得られたのか、

どんな点が不満であったのか等を教員を通じて伝えてもらいたい。

・人を教育することを考えれば物を送りつけるような行動は取れないはずでは。

・１回だけの総合実習、１０週間という期間も長いし問題がある。

図４
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質問Ⅳの結果

施設数

系列1 1

16

14

12

10

8

6

4

2

0

1

15

本校の
教育
理念に
対する
不信

0

0
教員の
教育
方法に
対する
不信

1

1

臨床
実習に
臨む学生
自身の
意識が
低い

2

2

他長成校
を優先
して受け
入れて
いるため

2

2

実習の
依頼
手法・
手順に
問題が
ある

1

1

実習
時期が
都合が
悪い

1

1

実習
期間が
長すぎる

0

0
実習の
目標設定
や実習
方法に
不安が
ある

0

0
実習中の
教員の
フォロー
に不満
がある

0

0
過去に
本校の
学生が
不祥事を
起こした

0

0
実習費が
安い

1

1

卒業生が
入職
しない
ので

5

5

対象と
なるべき
適当な
患者さん
がいない

15

学生を
指導
できる
スタッフ
の人員
不足

1

1

患者さん、
及びその
ご家族か
ら実習に
対する
不満不平

0

0
学生の
臨床
教育に
興味が
ない

質問Ⅴの結果

施設数

系列1 5

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

5

今の
ままで
よい

0

0
学校の
教育理念
をもっと
明確

1

1

教育の
質の向上

17

17

学生の
質の向上

9

9

実習前、
準備教育
の充実

1

1

実習時期、
期間の
見直し

3

3

次週中、
次週後の
教員の
フォロー

3

3

特色ある
学生作り
を提案
している

1

1

実習費の
値上げ

7

7

協会、
県士会の
パイプ
作り

6

6

教員の
努力に
よる

新規開拓

・近年特にクリニカル・クラークシップの必要性が取り上げられている。

というものであった。

Ⅶ 考察

アンケート結果より臨床実習地確保における本学の課題を考察する。

１．本学の山梨県内での臨床実習実施状況について評価実習、総合実習とも年々県内充

足率は上昇している。しかし、これは単に臨床実習に臨む学生数が減少しているから

であり、受け入れ可能な絶対数を見れば確実に少なくなっている（表１）。この原因

として考えられるのは、質問Ⅳで否定群の約６５％が選択した「学生を指導できるス

タッフの人員不足」である。

この現象は a群の受け入れ数増員の可能性にも影響を与えている。質問Ⅲの結果よ

図５

図６

健康科学大学紀要 第４号（２００８）

210



り、a群の中で実習生の受け入れ数を増やすことは相当困難である。しかし、約３割

近くは条件が整えば増員可と回答し、その条件としてやはり、「学生を指導できるス

タッフの人員不足」の解消をコメントしている施設が多いのである。

現場で学生を指導できる人員の不足が、実は本学の実習地確保の大きな課題になっ

ている実態が今回の調査で明らかとなった。

２．実習地確保において、教員と現場職員との交友関係は切り離せない。実際今回の調

査でも、質問Ⅱの結果より受け入れ可の理由として、「本校教員との人間関係で」を

選択した施設が肯定群の４割に昇る。しかし、人間関係とはあくまでも個人的な繋が

りであり、公的なものではない。すなわちそれは本学教員の誰かが退職した時点で、

その教員との繋がりで獲得できていた実習地との関係が終わる事を意味する。「安定

した」実習地確保を目指すならば、この個人的関係は大きな不安定要素と言わねばな

らない。実習地獲得を容易に危機的状況へと転換させるこの不安定要素を、少しずつ

でも排除していくことが、本学にとってひとつの大きな課題である。

３．安定した実習地を確保するための現場からのアドバイスとして、「学生の質の向

上」や「実習前、準備教育の充実」を求める声が多い。肯定群の中からも、満遍なく

この選択肢が選ばれていることをみると、実際に本学の実習生を指導してみてその経

験から実感した感想であると痛感する。現場が足りないと感じる「学生の質」とは、

専門技術に対する知的好奇心、EBM（Evidence Based Medicine；根拠に基づく医

療）をベースにした学問的探究心、患者さんを少しでも良くしたいと願う医療人とし

ての熱意などではないだろうか。また「実習準備教育」は医学的基礎知識から始ま

り、基本的検査手技の習得、評価における考察の思考過程、SOAPを用いた診療記

録の記載方法など、実務的な能力を含めた本学の現場対応能力教育ともいうべき側面

の不備が指摘されていると思われる。

また、「実習時期、期間の見直し」を求める声も多い。本学の長期実習は平成１７年

度より始まり、現行では評価実習５週間、総合実習１０週間実施している。他校の長期

実習形態は、定かではないがおおむね評価実習１期間で３～４週間、総合実習１期間

で６～８週間と思われ、実習地訪問の際、確かに実習期間が他校と比較しても長いと

いう声を耳にする。当然、過去において１期の実習期間を短縮し、複数期実習を実施

する案も検討されたはずが、本学においては実習が必要な学生数と、現実的に獲得可

能な実習地数を鑑み現行に落ち着いたと考える。また、総合実習が１期だけしかない

ということも現場では不安に感じており（実習の経験が一ヶ所だけで次は職場になっ

てしまうことへの不安感）、実習における学生評価も複数における施設で下された結

果が同一のものであればそれだけ妥当性が高まる、という点において複数回の実習経

験を求める現場の声は根強い。

以上のことから本学の課題として、情意レベルを含めた勉学に対する学生の意識改

革、現場に対応できる実務教育、実習時期、期間に関する現場の不安・不満などをい

かにして改善するかが挙げられる。
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今回の調査により、以上のことが本学の大きな課題として浮かび上がった。

次にこの課題に対する本学の取るべき方策を考察する。

１．本学が実習生の受け入れを断られる理由の大半と、受け入れ可の施設でも増員を阻

む理由として、現場での実習指導者不足が挙げられるが、この問題は県内だけではな

く、全国的に起きている現象である。約１０年前より国家試験の合格者数は年５００人ペー

スで増え続け、現場には経験年数の浅い、若い理学療法士が溢れる事となった。（表

３）平成１９年度３月現在、日本理学療法士協会に加盟している全国の理学療法士数は

４３，６２８名。内、２１～２５歳人口が９，６４４名（２２％）。２６～３０歳１２，６９３名（２９％）と、２０歳

代人口で理学療法士総数の半数を超す状態となっている。（表４）

表３ 理学療法士国家試験合格者の推移

国家試験 協会 養成校 養成校数

受験
者数

合格
者数

合格
率

合格総
計

会員数 組織率
入学定
員

卒業
者数

四年制
大学

短
期
大
学

専
門
学
校

合
計

平成元年 １０６４ ９８０ ９２．１ ８９６７ ７５９９ ０．８４７ １０３５ １０１０ ０ １３ ３１ ４４

平成２年 １１０３ １０５７ ９５．８ １００２４ ８５４０ ０．８５２ １１１５ １０１０ ０ １４ ３４ ４８

平成３年 １０４９ ９７７ ９３．１ １１００１ ９４０５ ０．８５５ １１２５ １０１０ ０ １５ ３４ ４９

平成４年 １０８７ １０２９ ９４．７ １２０３０ １０２９７ ０．８５６ １５８５ １０３５ １ １５ ３８ ５４

平成５年 １１０９ １０６９ ９６．４ １３０９９ １１２７４ ０．８６１ １８１５ １１１５ ２ １４ ４３ ５９

平成６年 １１９６ １０８６ ９０．８ １４１８５ １２２５８ ０．８６４ ２０００ １１２５ ３ １５ ４６ ６４

平成７年 １４５４ １４２２ ９７．８ １５６０７ １３４８９ ０．８６４ ２６４０ １４３０ ８ １５ ５７ ８０

平成８年 １７３９ １６４１ ９４．４ １７２９５ １４９４２ ０．８６４ ２９７０ １７４５ ９ １４ ６６ ８９

平成９年 １８８９ １７９７ ９５．１ １９０９２ １６４１２ ０．８６０ ３２９０ １９３０ １０ １５ ７２ ９７

平成１０年 ２２８６ ２２１５ ９６．９ ２１３０７ １８４９６ ０．８６８ ３５２０ ２２２０ １２ １３ ７９１０４

平成１１年 ２７４４ ２５６６ ９３．５ ２３８７３ ２０７３１ ０．８６８ ３６２５ ２７１０ １６ １２ ７９１０７

平成１２年 ３１９６ ３０４８ ９５．４ ２６９２１ ２３３２１ ０．８６６ ４２３０ ３１３０ １８ １０ ９０１１８

平成１３年 ３２４０ ３１４０ ９６．９ ３００６１ ２６０４７ ０．８６６ ４９０３ ３２００ ２０ １０１０１１３１

平成１４年 ３５０３ ３３５４ ９５．７ ３３４１５ ２８７８７ ０．８６１ ６１５６ ３５３０ ２５ ９ １１４１４８

平成１５年 ３６８６ ３６２９ ９８．５ ３７０４４ ３１８０９ ０．８５９ ７１８２ ３６９５ ３１ ６ １２６１６３

平成１６年 ４２８９ ４１９９ ９７．９ ４１２４３ ３５１７２ ０．８５３ ８０２７ ４４９１ ３６ ４ １３２１７２

平成１７年 ５１０２ ４８４３ ９４．９ ４６０８６ ３９０２３ ０．８４７ ８９８７ ５２５３ ４２ ２ １３９１８３

平成１８年 ６１５５ ６００２ ９７．５ ５２０８８ ４３６２８ ０．８３８ １０２６７ ６５０９ ５５ ２ １３９１９６

平成１９年 ７０３６ ６５５９ ９３．２ ５８６４７ ー ー １１６４６ ７２５０ ６７ ２ １４９２１８

（日本理学療法士協会ホームページ、「日本理学療法士協会資料」理学療法士国家試験合格者の推
移より一部編集抜粋）
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画鋲型人口構成と比喩される状況の中で、

中堅の理学療法士は職場教育で手一杯とな

り、学生の実習教育まで時間と労力を割く事

ができず、学生を指導できるスタッフ数の慢

性的な人員不足を引き起こしていると考えら

れる。

この点、本学の取るべき方策としては限界

があり、複数年の視野で実習を指導できる現

場のスタッフ数が充足されるのを待つ必要が

ある。数年後には本校卒業生が各入職先にて

後進を指導できる立場になるであろうし、そ

うなれば実習地確保に新たな可能性が広がる

ことになる。

２．実習地確保の過程において、個人的な人間

関係という不安定要素を全て排除することは

不可能である。しかし、質問Ⅱの結果で、個

人的な関係と同数「県内の養成校だから」を

選択している。この「地元だから」という明

快だが奥深い理由は、実習地獲得における安

定要素であり、この安定要素を一ヶ所でも多く増やすことで、不安定要素により起こ

りうるリスクを、最小限に止める事ができるではないかと考える。受け入れの動機が

純粋に地元に根ざすものだからこそ、一度信頼関係を構築できれば容易には崩すこと

ができず、教員の移動に影響されない確固たる実習地となるはずである。

養成校を多く抱える都県に囲まれた山梨県（表５）でこれだけの数字が出ること

は、山梨県士会の地元養成校だからこそ共に協力し合い、優秀な人材を社会へ輩出し

ようと願う総意の現れであり、所属会員各位の郷土を愛する心に通じる、地元の学校

へ何とか協力したいという思いの現れではないかと考える。

本学の方策としては、今にも増して教育拠点である県内の施設にしっかりと目を向

け、確固たる関係を築きつつ地域との連携を図っていく必要がある。

他方、安定的要素を拡大する素因としては、卒業生の存在がある。質問Ⅱの結果よ

り肯定群の約２割で、卒業生の入職を機会にその母校の実習生受け入れを検討する可

能性があることがわかった。また、教員と本学を結んでいるのは雇用関係だけであ

り、それよりも卒業生が母校を心配する気持ち、後輩を面倒みようという気持ちの方

がより安定的要素と足り得る。したがって、卒業生が母校実習生の受け入れ可否を直

接判断できるのはまだ先だとしても、卒業生の入職先に粘り強くアプローチすること

も方策のひとつであると考える。

３．現場から寄せられた課題については、既にいくつかの方策が取られ始めているもの

表４

年齢分布

年齢区分 男性 女性

２１－２５ ４，１２４ ５，５２０

２６－３０ ５，９７１ ６，７２２

３１－３５ ５，３６２ ３，７７２

３６－４０ ３，３７２ １，９５０

４１－４５ ２，３０６ １，１９８

４６－５０ １，２４６ ３６１

５１－５５ ６７８ １６７

５６－６０ ３９０ ９８

６１－６５ １３９ ２０

６６－７０ １２７ ９

７１歳以上 ８７ ９

総計 ２３，８０２ １９，８２６

（人）
日本理学療法士協会ホームページ「日本
理学療法士協会資料」より抜粋
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もある。「実習準備教育」においては、

昨年度より２・３年生の理学療法演習

に お い てOSCE（Objective Struc-

tured Clinical Examination；客観的臨

床能力試験）を導入し、長期実習を控

えた学生の臨床技能の向上を図ってい

る（図７）。また、今年度より学科内

に小委員会を設け、１～３学年におい

て系統立てた臨床能力の開発・定着を

行えるよう来年度に向けて計画・準備

することとなった。おそらく来年度に

は実技面において各学年ごとの到達目

標と、学年間を繋ぐ３年間で完結する

到達目標がベースとなる演習が試行さ

れるであろう。

「実習時期、期間」については既に

現場の声を受けて、学内からも検討す

べきとの意見も出されており、程なく

見直しが図られる可能性がある。しか

しこの課題は受け入れ先の事情とも深

く関わっており、前提として実習先に

アンケート調査を行うなどして、現場

の意向を細かく調査しながら慎重に方

策を立てる必要がある。

また、学生の意識改革であるが、全

国の養成校で学生の情意レベルでの教

育に腐心しているように、本学でもこ

の問題には頭を悩ませている。当然、

学生の意欲を引き出すような教育技術

は必要であるが、集団教育には限界が

あり、個別教育の機会を増やす方策と

してゼミ単位での授業を増やしてい

る。このことによりどれだけ学生の情

意レベルにアプローチできるか成果に期待したい。

以上本学が取るべき方策を述べたが、いずれにしても、学生の教育に関して常に現

場の声に耳を傾け、意向、要望を察知していく必要がある。そのためには現場に足を

運んで直接指導者と面接することが何よりも大切である。そこで得られた貴重な意見

表５ 都道府県別養成校数と卒業生数

平成１７年度

養成校総数 １学年総定員数

大阪 １９ １，２１０

東京 １４ ９１２

福岡 １３ ７８０

愛知 １３ ６７５

千葉 ８ ４００

岡山 ７ ３０３

北海道 ７ ３００

埼玉 ７ ３３０

兵庫 ６ ２２０

静岡 ６ ３１０

鹿児島 ５ ２６０

広島 ５ １９０

神奈川 ５ １９０

高知 ４ １８０

群馬 ４ １９０

宮城 ４ ２１０

： ： ：

茨城 ３ ９０

： ： ：

山梨 ２ １２０

： ： ：

長野 ２ ５８

： ： ：

栃木 ２ １００

： ： ：

渡辺純 「理学療法白書２００５」 第１章 第４節
理学療法士の教育 社団法人日本理学療法士協会
P４７より一部抜粋編集
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を、学内教育に反映する努力を行い、現場と一体となって学生を育てていく。そのこ

とが、やがては養成校としての信頼に繋がり、安定した臨床実習地確保にも繋がって

いくのではないかと考える。

Ⅷ まとめ

１．否定群の受け入れ不可理由は、実習指導スタッフの人員不足が特に多く、このこと

は、a群の増員可の条件にも影響を及ぼしている。やむなく受け入れ不可としている

施設もあると思われ、数年後スタッフが充足されれば肯定へ転ずる可能性もある。

２．肯定群の受け入れ可理由には、安定要素と不安定要素が混在している。今後不安定

要素で起こり得るリスクを最小限に抑えていかなければならない。安定要素を拡大す

るためには県内施設や本学卒業生との結びつきを強めていく必要がある。

３．実習地確保に必要なアドバイスとして、学生の質の向上や実習準備教育の充実、実

習時期、期間の見直しを求める声が多い。これから対策が必要な課題には早急に検討

を始め、現場の意見が学内教育に反映されていることをフィードバックしていく必要

がある。
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Abstract

The present study, focusing on the problem of securing clinical practical training sites

for physical therapy students in our university, attempted to identify the nature of the

problem in order to explore possible measures. With support from Yamanashi

Prefectural Physical Therapy Association, a questionnaire was sent to６８institutions in

Yamanashi, some of which were already serving as and others as potential training

sites. Of the 68 institutions,４７responded and returned the questionnaire . Thirty-six out

of６８facilities showed positive attitude toward accepting practical trainees at the time

of the questionnaire administration, while２３indicated negative responses for practical

training acceptance at present and also in the future. The top two reasons for favorable

responses to accepting practical training were that our school was situated in the same

prefecture, and that their employees had professional or personal relationships with

some of our faculty. The former reason is a stable factor, while the latter appears to be

unstable given the possibility of change in personnel on both sides. Those institutions

currently accepting practical trainees indicated that they could not accept more due to

insufficient training staff. Similarly, the main reason for not being able to accept trainees

was found to be insufficient number of training staff and patients. All the surveyed

institutions suggested raising the skills of students and reinforcing training prior to

practical training in order for us to secure practical training sites. These results will be

utilized and reflected to expand practical training sites and improve education here at

the university.

Key Words : Practical training site, survey, reasons for acceptance, reasons for

unacceptability, number of training staff
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